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合区の解消について（申入れ） 

 

 本年 8月 29日、昨夏の参院選で合区の選挙が行われた鳥取県及び島根県、

徳島県、高知県の 4県支部連合会の呼びかけにより、人口の少ない 11県を

加えた 15県連合同幹事長会議を開催し、合区選挙の実態を説明するととも

に、参議院自民党より、党本部の合区解消に向けた検討状況を伺った。 

その会議では、合区の難しさや理不尽さとともに、投票率の低下など、

多くの問題点を共有したところであり、今後、他党から 20 県 10 合区案が

再度提起される恐れもある中、15県に加え、対象とされる 20県で申入れを

行い、全国的な問題として、党本部の更なる主体的な行動を要請するもの

である。 

改めて、党本部におかれては、昨夏の参院選における公約を守り、次期

参院選において、最低でも各県から 1 人の代表を出すことができるよう、

危機感と責任感を持って取り組まれることを強く申し入れる。 

また、下記の事項についても、早急に対応されるよう強く申し入れる。 

記 

１ 憲法改正を含む具体的な合区解消策やその行程等を早急に示し、次期

参院選までに合区解消を確実に図ること。 



２ 憲法改正には、衆参両院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成及び国民投票

で過半数を得る必要があり、他党や世論の理解が必要不可欠であるため、

合区解消を決議した地方 6 団体等と連携しつつ、積極的に全国的な世論

喚起を図ること。 

 

３ 全国の都道府県支部連合会に対して、合区解消に関する県民集会等の

開催を働きかけるとともに、より多くの都道府県議会及び市区町村議会

において合区解消の意見書の採択等を要請すること。 
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